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4月認定申請は3月20日ま
で
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電
子
申
告
で
２４
時
間
い
つ
で
も

所
得
税
の
確
定
申
告

令
和
４
年
分
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税
、
消
費
税
お
よ
び
地
方

消
費
税
（
個
人
事
業
者
）
、
贈
与
税

の
申
告
の
相
談
・
受
け
付
け
を
下
表

の
通
り
実
施
し
ま
す
。

要
整
理
券
（
整
理
券
は
当
日
会
場

ラ

イ

ン

で
配
付
か
国
税
庁
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を

通
じ
た
事
前
配
付
。
先
着
順
）
。
配

付
状
況
に
よ
っ
て
は
、
後
日
の
来
場

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

確
定
申
告
会
場
は
、
期
限
間
近
に

な
る
と
非
常
に
混
雑
し
ま
す
。
早
め

の
申
告
を
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
確

定
申
告
書
な
ど
を
作
成
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

方
式
対
応
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど

を
持
っ
て
い
る
人
や
事
前
に
税
務
署

で
本
人
確
認
後
、
発
行
さ
れ
る
「
Ｉ

Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
」
を
取
得
し
て
い

る
人
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら

イ

ー

タ

ッ

ク

ス

ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

＊

＊

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
確
認
を
。

問
伊
丹
税
務
署
（
自
動
音
声
案
内
）

!

７７９
・
６
１
２
１
。

伊
丹
広
報
３
面

０
２
１
５
０
３

秋
❶
秋
❷
岡
❸
岡
❹
岡
❺
井
❻
井
❼
岡
❽
井

幼
児
教
育
・
保
育
無
償
化
の
対
象

と
な
る
た
め
に
は
、
事
前
に
「
施
設

等
利
用
給
付
認
定
」
を
受
け
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

認
定
は
在
住
し
て
い
る
市
で
受
け

ま
す
。
市
外
に
引
っ
越
し
す
る
場
合

は
、
転
居
先
で
手
続
き
を
。

【
対
象
】
市
内
在
住
の
３
〜
５
歳

児
（
幼
稚
園
は
満
３
歳
か
ら
）
か
住

民
税
非
課
税
世
帯
の
２
歳
児
以
下

で
、
４
月
以
降
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人
▽
私
学
助
成
幼
稚
園
や
認

可
外
保
育
施
設
な
ど
に
入
園
▽
認
定

こ
ど
も
園
や
幼
稚
園
に
入
園
し
、
預

か
り
保
育
な
ど
を
利
用
▽
認
定
こ
ど

も
園
、
幼
稚
園
、
認
可
外
保
育
施
設

な
ど
の
在
園
児
で
３
歳
児
ク
ラ
ス
に

進
級
し
、
新
２
号
認
定
を
受
け
た
い

（
現
在
新
３
号
認
定
の
人
除
く
）

―
―
な
ど
。

認
定
内
容
が
変
更
に
な
る
場
合
や

認
定
期
間
を
更
新
す
る
場
合
も
申
請

が
必
要
で
す
（
変
更
・
更
新
を
希
望

す
る
月
の
前
月
２０
日
ま
で
に
必
要
書

類
を
市
教
委
教
育
保
育
課
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
）。

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
右

下
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
読
み
取
り

可
）
で
確
認
を
。

7
市
役
所
２
階

の
教
育
保
育
課
で

配
布
す
る
申
請
書

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
書
き
、
必

要
書
類
を
添
え
て
、
３
月
２０
日
ま
で

に
直
接
か
郵
送
（
必
着
）
で
〒
６６４
・

８
５
０
３
伊
丹
市
役
所
教
育
委
員
会

事
務
局
教
育
保
育
課
（
!

７８４
・
８
０

３
５
）
へ
。

◆
認
可
外
保
育
施
設
な
ど
給
食
費
の

値
上
が
り
分
を
補
助

市
教
委
は
、

認
可
外
保
育
施
設
な
ど
に
在
籍
し
て

い
る
児
童
の
給
食
費
に
つ
い
て
、
食

材
価
格
高
騰
分
を
次
の
通
り
補
助
し

ま
す
。

【
対
象
者
】
市
内
在
住
で
負
担
す

る
給
食
費
が
値
上
が
り
し
た
▽
市
外

の
認
可
施
設
▽
市
内
外
の
認
可
外
保

育
施
設
―
―
に
在
籍
し
て
い
る
児
童

の
保
護
者
。

【
補
助
対
象
】
令
和
４
年
度
の
給

食
費
の
値
上
が
り
相
当
分
（
支
払
予

定
日
は
５
月
中
旬
ご
ろ
）。

詳
し
く
は
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（
下

二
次
元
コ
ー
ド
か

ら
読
み
取
り
可
）

で
確
認
を
。

7
市
役
所
２
階
の
教
育
保
育
課
に

あ
る
必
要
書
類
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事

項
を
書
き
、
必
要
書
類
を
添
え
て
、

４
月
２８
日
ま
で
に
直
接
か
郵
送
（
消

印
有
効
）
で
〒
６６４
・
８
５
０
３
伊
丹

市
役
所
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
保

育
課
（
!

７８４
・
８
０
３
５
）
へ
。

◆
２
月
２０
日
㈪
に
児
童
手
当
を
支
給

２
月
２０
日
㈪
に
令
和
４
年
１０
月
〜
５

年
１
月
分
の
児
童
手
当
を
支
給
し
ま

す
。２

月
期
の
支
払
通
知
書
の
送
付
は

あ
り
ま
せ
ん
。
次
回
の
支
給
日
は
６

月
２０
日
㈫
で
す
。

問
市
こ
ど
も
福
祉
課
!

７８４
・
８
０

３
０
。

令
和
４
年
度
農
業
賞

受
賞
者
を
決
定

市
は
、
多
年
に
わ
た
り
農
業
に
精

励
し
功
績
が
顕
著
な
人
や
指
導
者
と

し
て
後
進
の
育
成
と
指
導
に
努
め
た

人
を
「
農
業
賞
」
と
し
て
表
彰
し
ま

し
た
（
敬
称
略
。
順
不
同
）。

受
賞
者
と
地
区
▽
久
保
善
一
1
東

野
▽
瀧
内
英
男
1
池
尻
▽
阪
部
6央
夫

1
森
本
▽
佐
藤
6央
治
1
昆
陽
▽
田
中

博
1
千
僧
。

問
市
農
業
政
策
課
!

７８４
・
８
０
５

０
。

◆
市
農
業
委
員
会
委
員
を
募
集

市

は
、
農
地
法
に
関
す
る
許
認
可
業
務

や
農
地
の
現
地
調
査
、
農
地
に
関
す

る
相
談
受
け
付
け
な
ど
を
行
う
農
業

委
員
１１
人
を
次
の
通
り
募
集
し
ま

す
。▽

応
募
資
格
1
農
業
に
関
す
る
識

見
や
農
地
な
ど
の
利
用
の
最
適
化
推

進
に
熱
意
を
持
ち
、
同
委
員
会
の
職

務
を
適
切
に
行
い
、
月
１
回
の
総
会

へ
の
出
席
が
で
き
る
人
▽
任
期
1
７

月
２０
日
か
ら
３
年
間
。
報
酬
あ
り
。

7
市
役
所
５
階
の
農
業
委
員
会
事

務
局
に
あ
る
申
込
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必

要
事
項
を
書
い
て
、
２
月
１５
日
〜
３

月
１６
日
に
直
接
か
郵
送
（
必
着
）
で

〒
６６４
・
８
５
０
３
伊
丹
市
役
所
農
業

委
員
会
事
務
局
（
!

７８４
・
８
０
９
４
）

へ
。
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2
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2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
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3
2
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2
3

気軽に投句を

伊丹一句（１９）の日

令和４年分所得税などの申告の相談・受け付け

専用駐車場、駐輪場はありません。公共交通機関を利用してください。

毎
月
１９
日
は
「
伊
丹
一
句
（
１９
）

の
日
」
で
す
。

俳
句
を
詠
ん
だ
こ
と
の
な
い
人
や

季
語
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
人
も
形

式
に
こ
だ
わ
ら
ず
気
軽
に
自
由
な
投

句
を
し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
期
間
は
、

２
月
１９
〜
２１
日
。

投
句
箱
設
置
施
設

（
下
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
読
み
取
り
可
で
確
認
を
）
、

市
立
伊
丹
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
投
句

を
。無

料
（
特
撰
・
入
選
者
に
は
賞
品

あ
り
）。

問
市
立
伊
丹
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
!

７７２

・
５
９
５
９
。

◆
①
俳
句
入
門
講
座
を
開
催

４
月

５
日
〜
９
月
６
日
の
水
曜
（
全
５

回
）。コ

ー
ス
と
開
催
時
間
は
▽
❶
楽
し

も
う
1
午
前
１０
時
半
▽
❷
は
じ
め
よ

う
1
午
後
１
時
。

内
容
は
❶
初
級
経
験
者
を
対
象
に

句
会
や
添
削
を
行
う
❷
初
め
て
の
人

を
対
象
に
実
作
を
通
し
て
学
ぶ
。

定
員
各
若
干
名
。

受
講
料
各
４
千
２５０
円
。

◎
②
「
源
平
盛
衰
記
の
魅
力
」
を
開

催

４
月
２０
日
〜
１０
月
５
日
の
木
曜

午
前
１０
時
（
全
１０
回
）。

軍
記
物
語
の
雄
編
「
源
平
盛
衰
記
」

を
読
み
解
く
。

定
員
若
干
名
。

受
講
料
１
万
円
。

◎
③
「
小
野
恭
靖
の
古
典
文
学
塾
」

を
開
催

４
月
１０
日
〜
７
月
３
日
の

月
曜
午
後
２
時
（
全
４
回
）。

「
伊
勢
物
語
の
世
界
」
を
テ
ー
マ

に
古
典
文
学
を
学
ぶ
。

定
員
４０
人
。

受
講
料
４
千
円
。

＊

＊

ラ
ス
タ
ホ
ー
ル
で
。

7
①
②
随
時
③
２
月
２０
日
か
ら
ラ

ス
タ
ホ
ー
ル
!

７８１
・
８
８
７
７
へ
。

先
着
順
。

特殊詐欺被害に注意！
ATMで還付金手続きはできません

３月４～１９日

芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展をををををををををををををををををををを開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催
市内の特殊詐欺被害件数は県下でも多く、昨年中
は５１件、被害額約１億３２００万円となっています（伊
丹警察署調べ）。
被害の一例として▷架空料金請求詐欺＝サイト利
用料の未納などを名目に電子マネーなどをだまし取
る▷還付金詐欺＝市役所職員などをかたりATMか
ら送金させる▷キャッシュカード詐欺＝カードが不
正利用されていると電話しキャッシュカードをだま
し取る▷オレオレ詐欺＝親族や警察官などになりす
まし事故・事件の示談金などの名目で金銭をだまし
取る――があります。
ATMで還付金の手続きはできません。他人にキ

ャッシュカードを渡したり、暗証番号を教えたりし
てはいけません。電話で金銭の話が出た場合は、家
族や警察に相談を。

伊丹警察署特殊詐欺対策ＰＴ!７７１-０１１０

市芸術家協会に所属する造形部門会員の
絵画・彫刻・工芸・書・写真・デザインな
ど約４０点を展示します。
【日時】３月４～１９日
【会場】市立伊丹ミュージアム展示室６
【観覧料】無料

市文化振興課!７８４-８０４３

開設日時

午前９時～午後４時
（相談受け付けは早め
に終了する場合があり
ます）

２月１６日～３月１５日
（土・日曜、祝日除
く。ただし、２月１９・
２６日の日曜は開設）

会場

産業振興センター


